
窓

口

10
月
６
日
か
ら

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
外
延
長
を
実
施

お
勤
め
の
人
や
共
働
き
世
帯
の
人

が
、
各
種
証
明
書
を
取
得
し
や
す
く

す
る
た
め
、
次
の
内
容
で
試
験
的
に

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
外
延
長
を
実

施
し
ま
す
。

▼
試
行
期
間

10
月
６
日
（
月
）
〜

平
成
21
年
３
月
30
日
（
月
）

▼
延
長
期
日
・
時
間

毎
週
月
曜
日
の
午
後
７
時
ま
で

（
た
だ
し
、
月
曜
日
が
祝
日
な
ど
の

閉
庁
日
の
場
合
は
、
翌
日
の
開
庁
日

と
す
る
。）

▼
延
長
業
務

町
民
生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

▼
発
行
で
き
る
も
の

戸
籍
謄
抄
本
・
除
籍
謄
抄
本
・
そ
の

８2008.９

他
戸
籍
証
明
書
・
住
民
票
謄
抄
本
・

印
鑑
証
明
・
印
鑑
登
録
証
の
交
付
・

身
分
証
明
書
な
ど
の
諸
証
明
書
（
年

金
証
明
書
・
町
制
施
行
証
明
書
）
た

だ
し
、
印
鑑
証
明
お
よ
び
町
政
施
行

証
明
書
以
外
は
、
本
人
確
認
書
類
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類

写
真
付
き
の
官
公
署
発
行
の
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
・
住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
４
７)

国

保

年
金
か
ら
の
天
引
き

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

10
月
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
税
の

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

が
始
ま
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
す
べ
て

の
要
件
に
該
当
す
る
人
で
す
。

○
国
保
加
入
者
で
65
〜
74
歳
の
世
帯

主○
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
が
全
員
65

〜
74
歳

○
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給

○
介
護
保
険
料
と
保
険
税
の
合
算
額

が
各
支
給
月
の
年
金
支
給
額
の
２
分

の
１
以
下

対
象
者
は
、
７
月
に
発
送
し
た
納

税
通
知
書
に
、
次
の
内
容
お
よ
び
左

の
サ
ン
プ
ル
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

ご
自
分
の
納
付
方
法
を
再
度
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
10
月
か
ら
年
金
天
引
き
と
な
る
人

の
納
税
通
知
書
の
記
載
例

①
表
題
欄

「
○
○
○
○
兼
特
別
徴
収
開
始
通

知
書
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
徴
収
方
法
欄

「
普
徴
・
特
徴
変
更
あ
り
」
ま
た

は
「
併
行
徴
収
」
と
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

▼
対
象
者
の
９
月
ま
で
の
納
付
は

第
６
期
（
９
月
30
日
納
期
分
）
ま

で
の
納
付
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の

現
金
ま
た
は
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
３
８
）

福

祉

長
寿
を
お
祝
い

敬
老
慰
問
を
実
施
し
ま
す

町
で
は
高
齢
者
に
対
し
て
敬
老
の

意
を
表
し
、
長
寿
を
お
祝
い
す
る
た

め
に
敬
老
慰
問
を
実
施
し
ま
す
。
対

象
と
な
る
人
は
、
平
成
20
年
度
（
平

成
20
年
４
月
１
日
〜
平
成
21
年
３
月

31
日
）
中
に
満
80
歳
、
85
歳
、
88
歳
、

90
歳
、
95
歳
、
１
０
０
歳
に
到
達
さ

れ
る
人
お
よ
び
１
０
１
歳
以
上
の
人

（
９
月
１
日
現
在
で
１
年
以
上
吉
岡

町
に
住
所
の
あ
る
人
）
で
す
。

▼
慰
問
の
日
程

【
満
80
歳
、
85
歳
】
９
月
中
に
民
生

児
童
委
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

【
満
88
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
１
０
０

歳
、
１
０
１
歳
以
上
】
９
月
15
日
の

午
前
中
に
民
生
児
童
委
員
お
よ
び
町

関
係
者
な
ど
が
お
伺
い
し
ま
す
。

※
対
象
者
に
は
、
詳
細
を
通
知
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
５
１)
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公

売

差
押
え
不
動
産

合
同
公
売
を
行
い
ま
す

町
で
は
、
町
税
（
町
県
民
税
・
固

定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
な
ど
）、

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
を
な
く
す

た
め
に
、
再
三
の
催
告
に
も
応
じ
な

い
滞
納
者
に
対
し
て
、
財
産
（
不
動

産
・
給
与
・
預
金
な
ど
）
の
差
押
え

を
行
っ
て
い
ま
す
。

財
産
の
差
押
え
を
行
っ
て
も
納
付

し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
、
差
押
え

を
し
た
不
動
産
を
公
売
し
、
滞
納
税

な
ど
に
充
て
て
い
ま
す
。

公
売
と
は
、
税
金
な
ど
を
滞
納
し

て
い
る
人
の
差
押
え
財
産
を
強
制
的

に
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
滞
納
税
な

ど
に
充
て
る
も
の
で
す
。

今
回
の
公
売
は
、
吉
岡
町
の
対
象

物
件
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
前
橋
市
・

渋
川
市
・
伊
勢
崎
市
・
富
士
見
村
・

榛
東
村
・
玉
村
町
・
前
橋
県
税
事
務

所
と
合
同
の
入
札
方
式
で
行
い
ま

す
。

▼
入
札
期
日

10
月
30
日
（
木
）

▼
入
札
時
間

午
前
11
時

▼
会
場

群
馬
県
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

（
群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎
南
隣
）

▼
問
合
せ
先

群
馬
県
前
橋
県
税
事

務
所
個
人
県
民
税
徴
収
対
策
室
　

牲
０
２
７
・
２
３
４
・
１
８
１
４

物
件
な
ど
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ

は
、
公
売
を
実
施
す
る
市
町
村
お
よ

び
前
橋
県
税
事
務
所
へ
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。




